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令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
 

都市整備部安全都市づくり課 

 

北砂三・四・五丁目地区における不燃化特区制度の延伸について 

 

区では、地震発生時において大規模な市街地火災や都市機能の低下を防

ぐため、北砂三・四・五丁目地区において、平成２６年度から東京都の不

燃化推進特定整備地区（以下「不燃化特区」という。）制度を活用し、不

燃化特区の指定を受けて地域の防災性向上に取り組んできた。 

不燃化特区制度は令和７年度で終了する予定であったが、東京都から令

和１２年度まで延伸することが示された。これを受けて、区では不燃化特

区制度の延伸に係る手続きを行っており、令和８年度以降も引き続き、木

造住宅密集地域の解消に向けて不燃化まちづくりを推進していく。 

 
１．延伸の経緯  

平成２４年 １月 東京都における「木密地域不燃化１０年プロジェ 

クト」実施方針の策定 

平成２５年 ３月 東京都における不燃化特区制度の公表 

平成２６年 ４月 北砂三・四・五丁目地区を不燃化特区に指定 

（令和３年４月に再指定） 

令和 ７年 ３月 東京都における不燃化特区制度の延伸を公表 

令和 ７年１０月 不燃化特区指定事前申請確認通知書を東京都より 

受領 

令和 ７年１２月 不燃化特区指定申請書を東京都へ提出 

 

２．事業内容及び実施体制 

北砂三・四・五丁目地区において、令和８年度以降もこれまでの事業内

容を継続する。また、事業実施体制の確保に向けて、独立行政法人都市再

生機構及び公益財団法人東京都都市づくり公社と協定を締結している。 

【主な事業内容】 

・老朽建築物除却支援 

   不燃化特区内の老朽建築物の除却を促進させるため、建物所有者 

等への除却費の費用助成 

・建替え促進支援 

不燃化特区内の建替え等を促進させるため、建物所有者等への建替 

えに伴う建築設計、工事監理及び建築工事に要する費用助成 
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・老朽建築物からの住替え助成支援 

   老朽建築物の除却に伴い移転する建物賃借人又は借地上の建物所 

有者への住替えに要する費用助成 

・現地相談ステーション管理・運営支援 

    不燃化特区内の建替え、共同化等を促進させるため、専門家等に 

    より相談を受ける等不燃化の取組を支援する拠点を設置 

・専門家派遣支援（士業派遣、戸別訪問） 

   不燃化に伴う権利者の移転や建替え等に関して相談を受けるため、

弁護士、税理士等の専門家を現地相談ステーション等に派遣 

  ・北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会の支援 

    平成２８年度に設立した、地元住民が組織する「北砂三・四・五丁 

目地区まちづくり協議会」の運営を支援 

・防災生活道路（公共整備型）の整備 

    消防活動、避難及び延焼遮断機能を確保するため、幅員６ｍ以上の 

道路ネットワークを整備 

・不燃化小規模空地の整備 

防災性向上と住環境改善のため延焼防止や避難・救護空間を確保す

る空地を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

令和８年４月 不燃化特区指定通知書を東京都より受領  
江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱の施行  

令和８年７月 不燃化特区制度の事業説明会を開催予定  

不燃化特区（北砂三・四・五丁目地区）区域図 


